
入 札 説 明 書 

 

第１ 概要 

１ 業務名 県立広島病院産業廃棄物収集・運搬及び処分業務 

２ 履行期間 令和８年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで（３年間） 

３ 履行場所 県立広島病院～受注者の処分施設 

４ 入札参加資格確認申請書提出期限 令和８年２月 13 日（金）午後５時 

５ 仕様書等に対する質問書提出期限 令和８年３月６日（金）午後５時 

６ 入札日時 令和８年３月 17 日（火）午前 10 時 

７ 入札場所 県立広島病院北棟３階第二会議室 

 

第２ 注意事項 

１ 入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）について 

（１）入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書（第４の４及び８）

のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 

ア 産業廃棄物（廃プラスチック、びん・ガラスくず）の収集運搬及び処分の許可を証す

る書面（許可証の写し等） 

イ 申請者が法人の場合、登記事項証明書の写し 

ウ 公告で定める「２ 入札参加資格」の（６）に示した「裾切り方式」による入札参加

資格審査を実施するため、次の書類を提出しなければならない。 

  （入札参加資格審査に必要な書類） 

① 環境/CSR 報告書 

事業活動に係る環境配慮等の状況を記載した文書。その作成に代えて電磁的記録の

作成がされている場合は、それを確認できる書類。 

② 温室効果ガス等の排出削減計画・目標 

      当該計画の策定及び目標の設定を行っていることを確認できる書類及び年１回以上

当該計画の実施状況及び目標の達成状況をウェブ等適切な方法で公表していることが

確認できる書類。 

③ 全従業員への研修・教育の実施を確認する書類 

      全従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組等に関する研修・教育

の年間実施計画を策定し、計画的に年１回以上実施していることを確認できる書類。 

④ 優良適正（遵法性）の実施を確認する書類 

      入札日までの５年間において特定不利益処分を受けていないことを確認できる書類。

当該不利益処分を受けている場合はその通知書類。 

    ⑤ 優良基準への適合状況を確認する書類 

      上記アの産業廃棄物の収集・運搬及び処分の許可に係る優良産業廃棄物処理業者認

定制度の認定業者であることを証する書類。又は、次の a、b、c 及び d の書類。 

   a 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類 

        法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、処理施設の能力等 

            の情報をインターネット等で公表し所定の頻度で更新していることが確認できる書

類。 

   b 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類 

        ISO14001、エコアクション 21 等の認証制度による認証をうけていることを確認で             

きる書類。 

   c 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類 

      電子マニフェストシステムに加入していることを確認できる書類。 

   d 財務体質の健全性に係る基準に適合することを証する書類 

        直前３年の各事業年度自己資本比率及び経常利益金額等が確認できる書類（第４

の５及び６）。 

       産業廃棄物処理業等の実施に関する税、社会保険料及び労働保険料について滞納 

      していないことが確認できる書類。 



（２）申請書及び前号に定める必要な書類（以下「申請書等」という。）の作成に要する費用は、

入札参加希望者の負担とする。 

（３）申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 

（４）申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書

留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスで

これらに準じるものに限る。（民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。） 

 

２ 仕様書及び図面（以下「仕様書等」という。）について 

仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問・回答書提出期限までに、

書面又は電子メールにより提出すること。 

 

３ 入札について 

（１）次に該当する場合は、その入札は無効とする。 

ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 

ウ 契約責任者において定めた入札に関する条件に違反したとき。 

エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 

オ 他人の代理人を兼ね、又は２人以上を代理して入札したとき。 

カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 

キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 

ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 

ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 

（２）落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に

参加することができない。 

（３）再度の入札は５回を超えないものとする。 

（４）入札執行について 

ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面（以下「委任状」とい

う。）を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提

出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 

イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執

行者に直接提出すること。 

ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 

エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 

オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 

 

４ 契約書について 

（１）落札者は、契約責任者から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から５

日以内に契約責任者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限り

ではない。 

（２）契約書は２通作成し、各自その１通を保有するものとする。 

（３）契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る

消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業

者である旨（予定を含む。）について直ちに届け出ること。 

 

５ その他 

  落札者は、契約責任者が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記 

 様式第４号の２（経費内訳書）の作成及び別記様式第４号の３（労働関係法令等の遵守義務 

に係る確認調査票）による調査（再委託を行う場合は再委託先を含む。）に協力しなければな 

らない。 

 

 

 



第３ 契約事項 

１ 地方独立行政法人広島県立病院機構会計規程及び地方独立行政法人広島県立病院機構契約

規程（以下「契約規程」という。）に基づき執行する。 

２ 入札保証金 □有 ■無 

３ 契約保証金 □有 ■無 

４ 契約規程第３条の規程に基づく複数年の契約 ■適用 □適用なし 

 

第４ 添付書類 

１ 公告の写し 

２ 別紙 裾切り方式について 

３ 裾切り方式による入札参加資格審査評価項目及び評価基準等一覧（別紙１） 

４ 環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況に係る誓約書（別添１） 

５ 直前３年の各事業年度のうちいずれかの事業年度の自己資本比率が 10％以上であることを 

 証する書類（別添２） 

６ 直前３年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えている 

 ことを証する書類（別添３） 

７ 入札参加資格確認申請書の様式 

８ 誓約書（申請書別紙） 

９ 仕様書等に対する質問書の様式 

10 入札書の様式 

11 委任状の様式 

12 入札辞退届の様式 

13 契約書（案） 

14 産業廃棄物収集・運搬及び委託契約内容（案）（契約書別紙） 

15 業務委託契約約款 

16 機密情報取扱特記事項（別記） 

17 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託特約事項（標準様式３） 

18 仕様書 

  19 搬出経路図 


